
                                      

 

別紙１ 
精神障害者保健福祉手帳  

○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（抄） 

昭和二十五年五月一日法律第百二十三号 

第四十五条 精神障害者（知的障害者を除く。以下この章及び次章において同じ。）は、

厚生労働省令で定める書類を添えて、その居住地（居住地を有しないときは、その現在地）

の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。 

 

 

自立支援医療費（精神通院医療） 

○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（抄）  

平成十七年十一月七日法律第百二十三号 

（介護給付費等の支給決定）  

第十九条 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費（以下「介

護給付費等」という。）の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市町村の

介護給付費等を支給する旨の決定（以下「支給決定」という。）を受けなければならない。  

２ 支給決定は、障害者又は障害児の保護者の居住地の市町村が行うものとする。ただし、

障害者又は障害児の保護者が居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、その障害

者又は障害児の保護者の現在地の市町村が行うものとする。  

（自立支援医療費の支給認定）  

第五十二条 自立支援医療費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市町

村等の自立支援医療費を支給する旨の認定（以下「支給認定」という。）を受けなければ

ならない。  

２ 第十九条第二項の規定は市町村等が行う支給認定について、同条第三項から第五項ま

での規定は市町村が行う支給認定について準用する。この場合において、必要な技術的読

替えは、政令で定める。  

 

○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令（抄） 

平成十八年一月二十五日政令十 

（支給認定に関する読替え） 

第二十七条 法第五十二条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 

法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 

第十九条第二項 市町村 市町村等 

 

○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則（抄） 

平成十八年二月二十八日厚生労働省令十九 

（支給認定の申請等） 

第三十五条 法第五十三条第一項の規定に基づき支給認定（法第五十二条第一項に規定す

る支給認定をいう。以下同じ。）の申請をしようとする障害者又は障害児の保護者は、次

の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村（精神通院医療（令第一条の二第三号に

規定する精神通院医療をいう。以下同じ。）に係る自立支援医療費の支給に関しては、都

道府県とする。以下「市町村等」という。）に提出しなければならない。 


